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■ 授 業 

１．担当科目 

本学のカリキュラムは、建学の精神に基づき、時代・社会のニーズ、学科の特性、学生の

資質等を考慮して編成しています。次の点をご確認ください。 

① 担当科目の卒業必修・選択の別、免許や資格のための必修・選択の別について、シラバス

を参照してください。 

② 本学では、原則半期１５回（週）の授業を実施しています。 

  定期試験を行う場合は、１６回目（定期試験期間）に、試験時間は説明時間５分を含

めて６５分で実施してください。なお、試験開始時間の１０分前に集合し、試験監督者

との打ち合わせを行います。 

 

２．教員相互授業参観  

授業改善のための取り組みとして、教員相互の授業参観を実施しています。授業参観の可

否・公開時期等についてはシラバスに記載しておりますので積極的に参観してください。 

なお、授業を参観される場合は、参観後、「授業参観記録用紙」（P. ２７参照）を教務課に提

出してください。 

また、授業担当教員と授業参観教員との間で積極的に意見交換をしてください。 

 

３．オフィスアワー 

オフィスアワーの時間帯等はシラバスで確認できますが、学生からの質問や相談を受ける場合

の方法等について、初回の授業で説明をしてください。学生が「質問したくても先生に会えない」

といったことがないように、授業終了後、教室にしばらく残っていただき、質問をする学生がい

ないか様子を見てから退室してください。 

 

４．授業時間帯 

授業科目により例外もあります。授業時間表に記載しています。 

時限 

曜日 １ ２ 
クラスアワー 
（木のみ） ３ ４ ５ 

月 

火 

水 

金 

9：00～ 

10：30 

10：40～ 

12：10 
－ 

13：00～ 

14：30 

14：40～ 

16：10 

16：20～ 

17：50 

木 
9：00～ 

10：30 

10：40～ 

12：10 

12：10～ 

12：35 

13：20～ 

14：50 

15：00～ 

16：30 

16：40～ 

18：10 
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５．学生番号   

  学生番号は６桁の数字を使用しています。 

  個人別番号 

  デジタルライフビジネス学科  幼児教育保育学科 

101～食健康コース           ０01～２年制 

201～製菓マイスターコース    301～長期履修学生（3年制） 

301～総合医療事務コース 

                           401～デジタルビジネスコース 

                                                

              
             学科   １：デジタルライフビジネス学科 

                           ２：幼児教育保育学科                    

                      

                  

   入学年度：西暦の下2桁 （２6：２０２６年度入学生） 

 

６．出 講  非常勤講師の先生方へ 

① 出講日は、来学の際必ず、教務課にある「非常勤講師出勤簿」への押印と、メールボッ

クスの確認をお願いします。郵便物及び連絡事項等については、個々のメールボックス

に入れさせていただきます。 

② 非常勤講師室を設置しています。（３号館１階） 

 ・非常勤講師室前のロッカーの使用は出講当日のみとしています。 

・本学のパソコン、プリンターを希望される場合は、教務までご相談ください。 

③ 授業における教室の座席指定表については、専任教員の科目は授業担当教員が作成して

ください。非常勤講師の科目は事務局で作成します。必要であれば座席表の様式があり

ますので、教務課まで申し出てください。また、障がいのある学生から授業に関する相

談や要望があった場合は、教務課にご相談ください。試験等、特別配慮が必要と思われ

る場合もできる限り早い段階でご相談ください。 

④  定期試験期間中に定期試験を実施される場合は、試験監督をお願いします。 

    

７．教材準備   （P.３８参照） 

① 授業用機器・視聴覚機材の貸し出し  

ご担当の授業で、下記教具の貸し出し等を希望される場合は、必要日の１週間前までに教

務課に申し込んでください。非常勤講師の方で、あらたに教材・資料等の購入を希望される

場合は事前に教務課までご相談ください。 

・ノートパソコン（非常勤優先） ・ポケットWi-Fi ・ラジカセ（ＣＤ付） 

・ＤＶＤ(ブルーレイ)プレイヤー（携帯） ・液晶プロジェクター ・スクリーン（移動式） 

・ＯＨＣ（実物投影機） ・レーザーポインター ・マイク（移動式）  等 

 

② 授業用プリントの印刷について 

印刷機・コピー機（自動丁合・ホッチキス・パンチ機能付）・紙折機・裁断機を印刷室に

備え付けていますので、ご利用ください。なお、非常勤講師の方は、原則として原稿を１週

間前までに教務課に持参されるか、Ｅメール（tkyoumu@sumire.ac.jp）等で申し込んでい

２ ６ １ 1 ０ １ 
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ただくと、教務課で印刷いたします。 

◎次のような場合は印刷をお受けできません。 

・必要部数（受講生数分）を超える資料の印刷 

・テキスト等の印刷 

※著作権法・省資源の観点から適正な分量の教材印刷にご協力ください。 

  ◎全学生ＰＣ必携としています。授業の課題や資料をデータで配付していただくなど、学生が授

業内でもＰＣを有効に活用できるようご協力ください。 

 

８．教科書販売 

シラバス作成時に指定書店からの販売を申し込んだ教科書は、各学期授業開始後約１週間の期

間を設けて学内で販売します。履修登録が済んだ学生に対して、販売期間内に必ず購入するよ

うご指導ください。学期の始まり（1回目～2回目）の授業においては学生の手元に教科書が

揃いませんのでご配慮願います。 

   また、購入した教科書は授業で必ず使用してください。 

 

９．教室変更 

教室は履修登録者数を勘案し、配当しています。ただし、各学期当初は登録変更等により受

講者の数が変動します。そのため、履修登録が確定した後に、教務課から教室の変更をお願いす

る場合があります。履修確定後、教室の変更等を希望される場合は、教務課までご連絡ください。 

 

１０．学生の履修登録 

① 学生は４月に１年間の履修希望科目の履修登録を行います。 

   １・２回生履修登録期間 ：  4月３日(金)～4月９日(木) １３時まで 

② 後期は、授業開始約１週間後に登録変更期間を設けています。 

   1・2回生後期履修登録変更期間 ： 9月２５日(金)～10月１日(木) 13時まで 

③ 履修取消期間については、以下のとおりです。 

前期 4月2１日（火）～4月2７日（月） 

後期 10月９日（金）～10月１５日（木） 

④ 共通科目は、抽選により受講者数の調整を行います。 

⑤ 非常勤講師担当科目について、登録変更終了時点で履修学生数が５名に満たない場合は、原

則としてその年度は当該科目を不開講とします。ただし、卒業必修科目及び免許・資格の

必修科目はこの限りではありません。 

⑥ 本学では、各学期に履修登録できる単位数は３０単位（長期履修学生は２０単位）まで

です。この場合において、学外で行う実習科目及び集中講義等の科目の単位数は、含みませ

ん。また、前学期までの累積ＧＰＡが3.0以上の学生、もしくは、大学が別に定める免許・資格

関連科目を履修する学生が受講登録することができる単位数は、32単位までとします。 

 

１１．出席簿  （P. ３１参照） 

① 本学ではWEB出席簿を使用しています。使用方法については、別冊「キャンパスプラン

Smart出欠情報サブシステム（教員編）操作手順書」を参照してください。操作等について

分かりにくいことがあれば、教務課職員にお尋ねください。 

② 紙の出席簿も配付します。履修登録期間は仮出席簿をご活用いただき、履修登録期間終了

後には確定版の出席簿を配付します。授業中はこれら紙の出席簿で出席をとっていただき、
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授業後にWEB出席簿に入力していただくことを推奨します。 

 

※ 科目等履修生や他学科の学生が受講する場合があります。 

※ 確定出席簿を配付した時点で、出席した学生の氏名確認をお願いします。出席簿に氏名

がない学生が授業に出席している場合は、本人に教務課へ行くようにご指導ください。出

席簿に氏名のない学生は出席しても単位は認定されません。 

 

 

出    席    簿 

講義名 2100401 

食生活論  
期間 前期 時間割 

火2時限 
（前期） 

受講者数 30 名 

学生番号   氏  名 

所属 
学年 

1 2 3 4 5 6 7 ～ 14 15 16 

メモ 
  

 
    

 

   

211001 
フリガナ 
□□□□ 

生活学科 
1回生            

211002 
フリガナ 
□□□□ 

生活学科 
1回生 

   
 

        

１２．受講生の出欠席 

① 毎回の出欠については、科目担当者が授業後１週間以内にWEB出席簿に入力してくださ

い。 

② 本学では、出席時数を重視しています。『欠席時数が基準授業時数(15回)の３分の１を超え

た者は、当該科目の評価を受けることができない。』ことにしています。 

 

１５回授業 欠席５回と遅刻１回で評価の対象としない 

３０回授業 欠席１０回と遅刻１回で評価の対象としない 

１２回授業 欠席４回と遅刻１回で評価の対象としない 

８回授業 欠席３回で評価の対象としない 

 

③ 遅刻・早退の取扱いは原則として『１コマの授業で３０分以内とし、３回をもって欠席 

１回とみなします』が、１回目の授業で予め受講者に取扱い方針を伝えてください。 

④ 本学では、当該科目の評価資格がなくなったり、定期試験の受験資格がなくなったりする

ことで免許・資格が取得できなくなったり退学につながったりしないよう、欠席回数が一定

の基準に達した学生については、学生本人と保証人に対し郵送で連絡するとともに、クラス・

ゼミ担当に連絡し、指導を行います。学生の出席状況は、授業担当教員に入力していただい

たWEB出席簿で確認することになりますので、必ず授業後１週間以内にWEB出席簿への入

力を済ませていただきますようお願いします。 

⑤ 出席カード、レポート用紙（P. 32参照）（サイズ：A4、B5、B6）を教務課と非常勤講

師室に用意していますので、必要に応じてご利用ください。 

⑥ 学生が就職活動や正課の学外実習、クラブの公式試合等、やむを得ない理由で授業を欠席

する場合、「欠席届（担当教員報告用）」(用紙は白)を提出することがあります。この場合

も、授業を欠席したことに変わりはありませんので、原則として欠席時数に算入してくだ

さい。ただし、補講等を行い、一定の評価を認めた場合は、出席扱いにすることができます。

やむを得ない理由での欠席に係る減点等に対する配慮については、担当者の判断に任せます。 

 

 

講義月日を記入してください。 

欠席「／」 遅刻「×」 早退「△」 

公認欠席「公」で統一してください。 
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１３．忌引き、学校保健安全法施行規則第18条の感染症に罹患した場合等の対応 

  学生が「忌引届」、「学校感染症欠席届」、（P28～P30参照）を提出することがありま

す。これらについては、いわゆる「公欠」の扱いになりますので、欠席時数に算入しないよう

にお願いします。なお、学生が提出する届けは、教務課の確認印が押印されたものの写しです。

教務課確認印が押印されていないものは無効です。 

 

１４．授業中の留意事項  

① 授業中の飲食等は一切禁止しています。ただし、気温が高くなる時期などは適度な水分

補給を認めるようにしてください。 

② 授業中の携帯電話等は、電源を切るか、マナーモードに設定するように指導しています。 

また、教室内の電源を利用しての携帯電話等の充電は禁止しています。学内で充電する場合は、食

堂の電源がある席で休み時間に充電するように指導してください。 

③ 授業態度の悪い者に対しては、厳しい態度で指導してください。 

④ 授業内容（シラバス）の保証をお願いします。なお、授業の１回目にはシラバスに沿っ          

 て授業内容の説明を行ってください。 

⑤ 授業開始と終了時刻の厳守をお願いします。 

 

 

１５．レポートの提出 

① レポートの提出先を教務課に指定される場合は、事前に提出期限・締切り後の受渡し方法

等を教務課まで連絡してください。 

この場合は、定めた日時・場所で受付をします。この日時を過ぎて提出のあったレポー

トは受付しません。 

② レポートの提出には所定の表紙（P.31参照）をつけるように指示してください。 

  （A4、B5 のレポート用表紙を１号館の廊下(総務課前)に常備しています。） 

 

１６．休講等 

① 休講の場合は、学生に学内ポータルで通知します。 

授業担当教員が学生に直接通知する場合でも、事前に「休講届」（P. 33参照）を教務課へ提

出、またはポータルサイトより休講申請をしてください。その際、授業回数確保のため補講

をお願いします。 

② やむを得ず遅刻する場合は教務課へ必ず連絡してください。３０分以上の遅刻は原則とし

て休講扱いになります。 

③ 急病等によりやむを得ず休講する場合は、授業開始までに必ず教務課まで連絡してください。 

④ 気象警報発令や交通機関の不通に伴う全学一斉休講・休校措置については、19.の「授

業等の休開講」のように指示しています。 

 

１７．補 講 

① 補講は、教務課と相談のうえ、空き時間、補講日等で開講してください。 

② 補講日時が決まり次第、「開講届」等により、教務課まで連絡してください。教室は、そ
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の都度決めます。学生には学内ポータルにより補講の日程を連絡します。 

③ 本学ではデジタル教育推進の観点から補講をオンライン形式（オンデマンド等）で行っ

ていただいても差し支えないとしています。 

 

対面形式の補講は、原則学生の授業が重ならないように開講をお願いします。ただし、や

むを得ない事情により、補講が重複した場合は、既に入っている授業を優先させていただき

ます。重複した科目については課題等提出又は別枠補講をお願いします。ただし、再履修科

目（1 回生開講科目）と、2 回生開講科目の補講が重複した場合は 2 回生開講科目を優先

し、再履修科目（1 回生開講科目）については課題等提出又は別枠補講をお願いします。 

 

 

１８．授業等の休開講 

暴風警報等発令及び交通機関の運転休止に伴う授業、試験等の取扱い 

暴風警報等発令及び交通機関の運行休止に伴う授業、試験等の取扱いは、「滋賀短期大学

暴風警報等発令及び交通機関の運転休止に伴う授業、試験等の取扱い規程」に基づき以下の

とおりとします。身の安全を最優先に考え、適切な行動をとってください。 

①特別警報及び暴風警報の発令、交通機関の運転休止に伴う授業、試験等の取扱いを次のと

おりとする。 

（1）特別警報が発令された時点で、終日休講とする。試験については、試験期間延長のう

え、試験を実施する。行事等については、日程を調整する。 

（2）暴風警報が発令されている間、交通機関が運転休止されている間は休講とする。 

（3）午前6時時点で暴風警報が解除され、交通機関が運行されている場合は、平常どおり1

時限から授業を行う。 

（4）午前10時時点で暴風警報が解除され、交通機関が運行されている場合は、3時限から授

業を行う。ただし、午前10時時点で暴風警報が解除又は交通機関が運行されていない場

合は、当日の授業は休講とする。 

（5）定期試験の場合は、午前6時時点で暴風警報が解除又は交通機関が運行されていない場

合は、当日の試験はすべて中止して、試験期間延長のうえ、試験を実施する。 

（6）オリエンテーション等の場合は、午前6時時点で暴風警報が解除又は交通機関が運行さ

れていない場合は、当日のオリエンテーション等はすべて中止して、日程を調整する。 

② 「特別警報及び暴風警報の発令」とは、特別警報又は暴風警報が滋賀県の市町のいずれか

に発令されている状態をいう。 

③ 「交通機関の運転休止」とは、JR琵琶湖線京都・長浜間の運行が全面的又は部分的運転休

止されている場合をいう。 

④ 休講となった授業については、原則として補講を行う。 

⑤ その他の緊急事態の休開講等については、学長の判断により、必要な措置をとるものとす

る。 

※ 先生が、解除の目途が立たずやむを得ず休講される場合は、すみやかに教務課までご連

絡ください。当日の授業は休講として、後日補講とします。 

 

２９．学生による授業評価アンケート 

このアンケートは、授業改善等のために実施するものです。 

各期の後半にポータルサイトよりＷＥＢアンケートを実施します。別途アンケートの実

施に関するご案内を配付しますので、受講生１０名以上の全クラスで実施してください。個々
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の集計結果（４段階評価）は担当教員に返却しますので、授業の改善等に役立ててください。 

その際アンケートの意義を高めていくために、結果に対する教員コメントをお願いしてい

ます。 

また、全体の集計結果を学生に公表すると共に、本学の教育課程及び授業の改善に役立てて

いきたいと考えています。なお、授業アンケートの設問項目は次ページの表のとおりです。 

（今年度より、Googleフォームからポータルサイトによるアンケートに変更しますが、質

問項目は同じ予定です） 

質問項目や実施時期・結果の活用等アンケートについてのご意見・ご提案は、教務課までお

願いします。 
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 ■ 試験・レポート・成績 

１．スケジュール 

 
前  期 後  期 

定期試験実施の有無等 

問い合わせ 
５月中旬 11月中旬 

定期試験問題作成依頼等・ 

定期試験日程のお知らせ 
６月下旬 12月下旬 

授業アンケート期間  ６・７月頃 １２・１月頃 

定期試験期間  
7月2３日（木）～ 

7月2９日（水） 

1月2５日（月）～ 

1月２９日（金） 

成績提出締切日  8月７日（金） 2月３日（水） 

追試験  原則定期試験の翌週 原則定期試験の翌週 

成績交付  9月1６日（水） 
Ⅱ回生     Ⅰ回生 

2月1０日（水） 3月1７日（水） 

再試験  
９月1７日（木） 

９月１８日（金） 

Ⅱ回生     Ⅰ回生 

２月1５日（月） 3月19日（金）

２月1６日（火） 3月23日（火） 

再試験  

成績提出締切日 
9月24日（金） 

Ⅱ回生     Ⅰ回生 

２月１８日（木） 3月2５日（木） 

集中（実習科目）の 

成績提出締切日 

最終の授業（事後指導） 

終了後、２週間以内 

最終の授業（事後指導） 

終了後、２週間以内 

 

２．試 験 

① 試験を実施される場合には、定期試験期間中に行ってください。授業科目の特性から学期

の途中に授業内で随時試験や小テストを行うことも可能です。 

② 授業中に随時試験や小テストを行う場合は、学生への周知を徹底してください。掲示が必要

な場合は教務課までご連絡ください。やむを得ない事情によりその試験を受験できなかった

学生については、担当者の判断により適切な措置を取ってください。 

③ いずれの方法による試験も、不正行為のないよう公平公正に行われるようご配慮ください。 

もし不正行為があれば教務課へ詳細を報告してください。 

不正行為をした学生については、当該学期におけるすべての履修科目の成績評価を０点とし、

「滋賀短期大学試験及び成績に関する内規第１２条」及び「滋賀短期大学学則第５５条」によ

り厳重に処分します。 

 

３．定期試験  

① シラバスに掲載している授業計画のとおり実施していただくことを原則としていますが、
授業開始後、試験実施の有無・方法等詳細について、お伺いします。 

② 評価方法や評価基準をシラバスの記載から変更する場合は、教務課にご連絡いただくとと
もに、変更内容を受講生全員に確実に伝わる方法で周知してください。 

③ 試験は、１６週目の定期試験期間に定期試験時間割で実施します。科目担当者は試験監督
をお願いします。 
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④ 「定期試験受験資格なし」の学生がでた場合は、定期試験前に所定の様式で教務課に報
告してください。 

⑤ 試験科目ごとに座席指定表（非常勤講師の担当科目は教務課で作成します。）を作成し、直
前に当該試験室に掲示して着席させ受験させます。 

⑥ 学生には「定期試験時間割」「定期試験受験上の注意」を掲示で通知します。 

４．定期試験監督要領  

試験において不正行為を防止し公平公正を期するよう「試験監督要領」により実施してください。 

 

 

試 験 監 督 要 領 

 

１．試験開始までに 

（1）試験開始時刻 10 分前に、小会議室(1 号館 2 階)に集合し、試験監督と補助監督との打ち合わせを

してください。 

（2）試験問題は、授業科目担当教員が集合時刻に小会議室 1 へ持参してください。また、教務課に預け

ている場合は、集合時刻までに教務課へ取りに来てください。 

（3）試験時間は、諸注意等 5 分、試験解答時間 60 分の 65 分間設定です。 

（4）試験室へは試験開始時刻までに入室してください。 

２．試験の開始 

（1）黒板に試験科目を書き、学生に受験科目の確認をさせてください。 

（2）試験ごとに以下のことに関して、注意を与えてください。 

① 座席指定のある科目は、指定された座席に着席しているか確認すること。 

② 学生証を机の前方通路側に置くこと。学生証を忘れたものは、「試験のための仮学生証」を置くこと。 

③ 不正行為（不正行為と疑われる行為）は絶対にしないこと。不正行為は、「滋賀短期大学学則５５条」

により処罰される。 

④ 机に落書きがあればすぐに消すこと。消えない場合はその旨監督に申し出ること。 

⑤ 鉛筆（ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝｼﾙ）・消しゴムのほか、許可されているもの以外は机の上に一切置かないこと。 

⑥ 試験室における物品の貸借は不正行為とみなす。 

⑦ 私語は一切禁ずる。 

⑧ 途中で退出する場合は、答案用紙を裏向きに机上に置き、静かに教室から出て、廊下で大声を出すな

ど、他の学生に迷惑をかけないこと。 

⑨ 携帯電話等を時計として使用することは認めないので、電源を切り、鞄の中に入れること。 

⑩ この試験では、事前に受験者から合理的配慮の申請があった場合には必要な配慮を行うこととしていま

す。 

（3）学生証と本人を確認してください。 

（4）問題用紙・答案用紙は裏向けに配付してください。 

試験時間を口頭で述べ、解答終了時刻を黒板に書いてください。 

試験時間内に終了される場合・・・退室後、大声で喋らないようご指導願います。 

（5）適宜、机間巡視を行ない、不正行為の防止にご尽力ください。 

（6）不審な挙動を行っている学生には充分に留意してください。（いわゆるマークをする。） 

（7）万一、不正を行っている学生がいた場合、不正行為に該当する旨を告げ、答案用紙を回収し、退室

させ、教務課で待機を命じるとともに、試験終了後教務課へご報告ください。 

３．入退室・試験の終了 

（1）試験解答開始時刻から 20 分以上の遅刻は原則的には認めません。 

（2）試験室からの退室は、原則的には試験解答開始時刻から 30 分経過後で、担当教員の指示する時間

からとします。 

※１ 試験の出席については科目担当教員の責任において最終確認をお願いします。 

※２ 答案用紙の枚数は必ず複数で確認願います。 

※３ 障害のある学生に対して、定期試験の延長やパソコンの使用などの配慮を実施される場合は、事前に教務課と

の調整が必要です。 
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５．追試験 

① 学生が、病気などやむを得ない正当な事由のため、定期試験を受験できなかった場合は、

所定の手続きを経て追試験の受験を認めます。試験日の翌日から７日以内に追試験受験の手

続をした場合は、教務課から連絡しますので、該当者に追試験についての指示をしてくださ

い。 

② 追試験の評価は、定期試験と同様に 100 点満点に対する点数で評価してください。 

 

６．成績評価  

① 成績は、担当者の責任において、受験資格の有無を判断していただき、下記に明記された

成績評価基準のとおり評価してください。また、授業科目間の成績評価基準の平準化を図るた

め、各授業科目の算出ＧＰＡが2.0～3.0の範囲に入るように評価の適正化に努めてください。 

② 設定されたＧＰＡの範囲を大きく超える場合には、受講学生の様子、指導のレベル、必修

科目かどうかなどを勘案し、教授内容の調整を図ることとします。 

③ 成績は 100 点満点に対する 60 点以上を合格とし、学生にはその評語「秀・優・良・可・不

可」で通知します。 

 

④ 試験において不正行為のあったときは、当該学期におけるすべての履修科目の成績評価は 

０点とします。また再試験の受験を認めません。 

⑤ 本学には、異議申し立て制度があり、以下のように規定しています。 

成績評価において、学生は「不可」の評価に対する異議の申し立てができます。 

  異議申し立てをする学生は、成績交付日の翌日から３日以内に「成績評価についての異議申立書」

を教務課へ提出します。授業担当教員は、「異議申し立てに対する回答書」により異議申し立て

があった日から１週間以内に教務課を経て学生に回答します。それでも解決が得られない場

合は、教務委員会が調査し、回答書を作成して、授業担当教員及び異議申し立てをした学生

に回答をします。回答の結果、評価を変更する場合があります。 

また、成績交付日に先立ち、再試験実施科目の案内通知を当該学生に送付します。異議申

し立てをする学生は、前期は９月１０日、後期２回生は２月１２日、後期１回生は３月１２

日までに「成績評価についての異議申立書」に必要事項を記入のうえ、教務課へ提出します。

締切日が休日祝日の場合は翌平日までに教務課へ提出します。 

なお、学外実習で大学に来られない学生は、電話等で前期は９月６日、後期１回生は３月 

６日までに教務課へ連絡します。締切日が休日祝日の場合は翌平日までに教務課へ連絡しま

す。 

大学から「成績評価についての異議申立書」を郵送します。 

 

 

評語 点 数 ＧＰ 成 績 評 価 基 準 

秀 90 点以上１００点まで ４ 
所期の学習目標を完全に達成しているか、又は傑

出した水準に達している 

優 80 点以上 ８９点まで ３ 所期の学習目標をほぼ完全に達成している 

良 70 点以上 79 点まで ２ 
問題はあるが、所期の学習目標を相応に達成して

いる 

可 60 点以上 69 点まで １ 所期の学習目標の最低限は満たしている 

不可 59 点以下  0 点まで ０ 単位を与えるためにはさらに勉学が必要である 
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７．成績記入要領 

 学内ポータルサイトにて、下記の要領により Web 入力で提出してください。 

① 入力方法については、Web 成績入力マニュアルを参照してください。 

② 成績は、100 点満点に対する得点を整数で入力してください。 

③ 追試験のため成績を保留にする場合は、得点欄は空白にして、評価欄は｢保留｣を選択して

ください。 

④ 受験資格のない学生、正当な理由がなく試験を欠席した学生、途中で履修を取り止めた学生は、

得点欄は空白にして、評価欄は「×」を選択してください。 

⑤ 成績入力欄に名前のない学生がいましたら、教務課まで問い合わせてください。 

⑥ 提出された成績を再度確認していただくことはしませんので、提出前にもう一度よく確認し

たうえで提出してください。 

⑦ 成績提出後に点数の誤り等で訂正の必要が出た場合は、教務課まで連絡してください。学生

に成績交付した後の訂正は受け付けられませんのでご注意ください。 
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『ポータルサイトログイン方法』   

Web成績入力（学内ポータル）URL h t t p s : / / s u m i r e - s h i g a t a n - w e b . c a m p u s p l a n . j p / p o r t a l / A c c o u n t / L o g i n  

１                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
※ユーザＩＤとパスワードがわからなくなった場合は、教務課まで連絡してください。 
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３『Web成績入力マニュアル』  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１４ 

 

５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６へ 

９へ 



１５ 

 

７  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【成績記入要領】 

 

・成績は、１００点満点に対する得点を「素点」欄に整数で入力してください。 

 

・追試験のため成績提出期限に間に合わない場合などに成績を保留にする場合は、「素点」

欄に「600」を入力してください。 

 素点欄が「600」の場合、評価が「保留」になります。 

 

・受験資格がない学生、正当な理由なく試験を欠席した学生、途中で履修をとりやめた学生

は、「素点」欄に「500」を入力してください。 

素点欄が「500」の場合、評価が「×」になります。 

 

※素点欄に 500 や 600 が入っていても、成績の集計などには影響しません。 



１６ 

 

８ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
９                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１７ 

 

 
１０ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１８ 

 

１２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１９ 

 

１４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1５ 
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８．再試験   

   再試験は定期試験期間中に筆記試験を実施した科目だけでなく、定期試験を実施しない科目

（随時試験、レポート・作品・実技等による試験を実施する科目）も対象となります。また、す

べての科目が再試験の対象ではなく、科目担当者の意向に基づき、再試験の有無が決まります。 

定期試験の結果、不合格となった科目(成績評価 59 点以下０点までの授業科目)がある者は、

再試験実施科目について、次により再試験の受験ができます。 

   

① 同一科目は１回限り 

  ② 再試験料は１科目につき１,０００円 

  ③ 不正行為があった場合は、当該学期におけるすべての履修科目については、再試験を受験

することはできません。 

    

再試験の点数は、合格の場合 可(60 点)、不合格の場合 不可(59 点以下)で評価してくだ

さい。 

学生には、合格（可）、不合格（不可）のいずれかで通知します。 
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9．講義履修学生への連絡方法  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２２ 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で作業は終了です。 
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■ 障がいのある学生の授業における配慮について 

本学では、障害者基本法に則り、「滋賀短期大学における障害学生支援に関する基本方針」に

基づき、学生の誰もが等しく学べるよう、障がいのある学生（以下、障がい学生という。）に対し

て、修学支援を行っております。 

 授業をご担当いただく先生におかれましては、まず、学生について障がいの種類や程度等によ

り個人差が大きく、学習の手段・方法も異なることをご理解いただきたいと思います。その上で、

授業方法について可能な限り、必要な支援のご配慮をいただきますよう、お願い申し上げます。 

 なお、支援の必要な学生がご担当の科目を履修する場合には、改めて学長補佐（教務）から配

慮のお願いをさせていただきます。障がい学生が、具体的・個別的支援を担当の先生に申し出た

場合には、容易に配慮しうることであれば、直ちに対応いただくとともに、教務課にご連絡をお

願いします。また、障がい学生から、配慮の申出があった場合には、個別に依頼する場合もござ

いますので、その際はよろしくお願いいたします。 

 

 

■ 長期高度人材育成コース、専門実践教育訓練給付金対象講座について 

 本学では、生活学科食健康コース（栄養士養成課程）及び幼児教育保育学科（保育士養成課程）

において、長期高度人材育成コースと専門実践教育訓練給付金対象講座の指定を受けており、対

象学生について毎回の出欠管理等をおこなうよう指導を受けております。 

該当する学生が履修する場合には、教務課からお願いをさせていただきますので、よろしくお

願いします。 

 

 

■ シラバスについて 

学内ポータルにログインし、「シラバス」をクリックして内容を確認ください。 

https://sumire-shigatan-web.campusplan. jp/portal/Account/Login  

※ユーザＩＤとパスワードがわからなくなった場合は、教務課まで連絡してください。 

 

 

 

■ レポート及び答案用紙等の取扱いについて 

下記のとおり遺漏のないように取り扱ってくださるようお願いします。 

①  レポート及び答案用紙等の返却は、第三者に閲覧されぬよう行う必要がありますの

で、授業等の機会を利用するなど個別に返却する形で対応をお願いします。 

②  当該科目の成績評価から相当期間（2年間）は、レポート及び答案用紙等を教員各位

の責任において保管ください。 

③  レポート、答案用紙等の廃棄については、個人情報が復元又は判読不可能な方法に

より行ってください。（シュレッダー裁断、焼却等） 
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■ 施設（図書館、保健室）の利用について 

〔図書館〕  

図書館カウンターにて図書利用カードを発行いたしますのでご利用ください。 

  開館時間・・・（P. ３９参照）  貸出１０冊・１か月以内（非常勤講師） 

 

〔保健室〕 

１号館１階事務局（学生支援課・入試広報課・キャリア支援課）の奥に保健室があります。看護師が学生

支援課又は保健室で執務していますので気分がすぐれないときなどにご利用ください。 

 

■ 個人情報の取扱い 

 

本学では、文部科学省より、学校における個人情報の漏えい等事案を踏まえた個人情報の取扱い

に関する留意点について注意喚起がなされたことを踏まえ、授業における「個人情報」の取扱い

について、以下のとおりお願いしております。 

 具体的には、「個人情報」を学外に持ち出される場合のお願いです。ここでいう「個人情報」

とは、「特定の個人が識別されるもの、又は識別可能なもののうち、本学が教育研究上ならびに

業務上取得又は作成した全ての情報」をいい、授業におきましては、定期試験等の答案用紙や各

種レポート（最終レポートや各授業回の課題等）、小テストや出席カード等、そして、ＵＳＢメ

モリ等の記録媒体が該当します。 

これらを、令和７年度に学外に持ち出される場合、事前に「令和８年度個人情報の学外持ち出し

に関する届出書」にご入力・記名のうえ、教務課に提出ください。 

【資料20：令和８年度 個人情報の学外持ち出しに関する届出書】 

 

■ 地震発生時のお願い 

   

授業中等に地震が発生した場合、学生が混乱しないよう、次の指示をしてください。 

  「大丈夫です。落ち着きなさい。」 「机の下に潜りなさい。」 

※ 事務局より、放送が入るまでそのままで待機させてください。 

 

■ 住所等の変更及び給与に関する証明書等について 

１．次の事項が生じた場合は、速やかに総務課へ届け出てください。 

① 氏名・現住所・電話番号の変更 

② 利用交通機関の変更・運賃改訂に伴う交通費の変更・給与振込口座の変更 

③ 本務の変更、本務先における職名・所属等の異動 

※１５日までに届出のあった場合は翌月分から、それ以降の場合翌々月から給与等の支給

額を変更します。 

 

２． 給与に関する証明書や、在職に関する証明書等の発行については、総務課へ申し出て

ください。  ＴＥＬ 077-524-3605 
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■ 資料 

１．授業参観記録（Google フォーム） 
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２．各種欠席届  
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様式 B6 

欠 席 届 
（担 当 教 員 報 告 用） 

（１科目 1枚提
出）       

学科・回生・番号       学科    回生         番 

氏       名               

授 業 科 目          

担 当 教 員         先 生  

欠 席 日       月       日（   ）        時限  

欠 席 理 由  

 
 
 
 

本人が直接担当教員に手渡すこと。 ※承認印  

（定期試験に関しては別途手続きのこと）  

※試合等の場合クラブ顧問の承認を受けること。                     滋賀短期大学 

 

 
学長補佐（キャリア） 
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3．レポート表紙（サイズ・・・A4、B５） 

 

 

課 題 名 

 

 

 

授業科目名 
 

担当教員名 
 

 

 

学
科

 
 

 

 

  

回
生 

 学
生
番
号 

        

氏
名  

 

※ 注意 １．提出の際は、必ず用紙左肩をホッチキスで止めること。 

            クリップ等は認めない。 

            ２．提出期限を過ぎたものは一切受付けない。 

            ３．上の記入欄に未記入がある場合は、提出がないものとして 

                 取り扱う。 

 

滋賀短期大学 
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4．レポート用紙（サイズ・・・A4、B５、B６） 
様式B5   

滋賀短期大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科
目 

 
学
科 

 
回
生 

 学生番号 
氏
名 

 
点
数 
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５．出席簿  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
６．休講・開講届 
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７．教室名称 

    教室名称は３桁番号で表示しています         教室(○○教室) 

 

 

 

 

 

 

８．学舎配置図 

     

１ 
→
 

教
室
番
号 

１ 
→
 

フ
ロ
ア
ー
の
階
の
数
字 

１ 
→
 

１
・
２
・
３
号
館
の
数
字 

→
 

特
別
教
室
の
名
称 
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３４ 

 

 



３５ 

 

 

 

● 



３６ 

 

 

地域連携センター 
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アリーナ 

ギャラリー 
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９．教室機器備品一覧 
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１０．令和８年度図書館開館時間 
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１１．令和８年度入学生の3つのポリシー 
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１２．アセスメント・ポリシー 

 

アセスメント・ポリシー 

滋賀短期大学 

 

滋賀短期大学では、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー

の３つの方針に基づき、機関レベル・教育課程レベル・授業科目レベルの３段階で学修成果・教育

成果を検証する方針を定める。 

 

１．機関レベル 

 就職率や免許・資格を活かした専門領域への就職率・進学率、卒業時アンケートの結果等から、

学修成果の達成状況を検証する。 

２．教育課程レベル 

 学科、コースの所定の教育課程における卒業要件達成状況、単位取得状況、GPA、免許・資格取

得状況等から、教育課程全体を通した学修成果の達成状況を検証する。 

３．授業科目レベル 

 シラバスで提示された授業科目の到達目標に対する評価や学生による授業評価アンケートの結

果から、授業科目ごとの学修成果の達成状況を検証する。 

４．評価方法 

 入学時 

APを満たす人材かどうかの

検証 

在学中 

CPに則って学修が進めら

れているかどうかの検証 

卒業時・卒業後 

DPを満たす人材になった

かどうかの検証 

機関レベル ・入学試験 

・入学生アンケート 

 

・休学率 

・退学率 

・短期大学生調査 

・面談カード 

・課外活動状況 

・学生表彰 

・学位授与数 

・就職率 

・卒業時アンケート 

・卒業生アンケート 

・就職先アンケート 

・四年制大学等への進学 

教育課程 

レベル 

・入学試験 

・入学前課題 

・基礎学力テスト 

・単位取得状況 

・免許・資格取得状況 

・GPA 

・外部客観テスト 

・短期大学生調査 

・履修の振り返りシート 

・卒業要件達成状況 

・免許・資格取得状況 

・専門領域における就職率 

・卒業時アンケート 

・卒業生アンケート 

・就職先アンケート 

授業科目 

レベル 

 ・成績評価 

・成績分布（GP分布） 

・授業出席率 

・学生による授業評価アン

ケート 

・学外実習評価（実習先の

評価） 
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１３．成績評価ガイドライン 

滋賀短期大学成績評価ガイドライン 

令和 6 年１２月 

教学マネジメント委員会 

１．成績評価ガイドラインの趣旨 

 本ガイドラインは、成績評価を行う際の基準として、滋賀短期大学試験及び成績に関する内規

の定めに即して具体的な事項を示し、また、成績分布の組織的な点検を行う際の指針となる事項

を示すことで、各授業科目の教育水準を確保するとともに、厳格かつ客観的な成績評価を図り、

もって本学の教育の質保証に寄与することを目的とする。 

 

２．成績の評語、GP、点数及び評価基準 

成績の評語、ＧＰ、点数及び評価基準を次のとおり定める。 

 

評語 GP 点数 成績評価基準 

秀 4 90 点以上 100 点まで 所期の学修目標を完全に達成しているか、または傑出した

水準に達している。 

優 3 80 点以上 89 点まで 所期の学修目標をほぼ完全に達成している。 

良 2 70 点以上 79 点まで 問題はあるが、所期の学修目標を相応に達成している。 

可 1 60 点以上 69 点まで 所期の学修目標の最低限は満たしている。 

不可 0 59 点以下 0 点まで 単位を与えるためにはさらに勉学が必要である。 

 

３．成績評価の分布の目安 

（１）基本的な考え方 

  成績評価は、上表に基づき、各授業科目に設定された到達目標への到達度を基準として行う

ものであり、絶対評価を原則とする。ただし、到達目標の設定の適切性という観点から、成績

評価分布が極端に偏ることは望ましくないことに留意が必要である。 

 

（２）授業の到達目標と成績評価分布 

  各授業科目の到達目標を設定するにあたっては、成績評価分布が「秀と優の合計がおおむね

40％以下」となるよう配慮すること。なお、割合を計算する際の分母は、「履修登録者の総数－

評価の対象とならない学生数（※）」とする。 

（※）欠席時数が基準授業時間の 1/3 を超えた者の数 

 

（３）成績評価分布の目安を適用しない授業科目 

  ① 履修登録者数が 20 人未満の授業科目 

  ② １回生前期科目 

  ③ 実習、実験、実技科目 

  ④ その他授業を開講する学科が指定する科目 

 

４．成績評価の方法 

（１）多様な評価方法からの適切な選択 
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成績評価は、学科及び担当教員の判断により、学科の教育課程の特性や学問分野の性質に応

じ、シラバスに記載したすべての到達目標の達成度を測定できるよう、定期試験、随時試験（小

テスト）、レポート、作品、実技等、多様な方法の中から当該授業科目に適切な方法を選択又は

組み合わせて行うものとする。 

 

（２）同一科目間での公平性への配慮 

  同じ授業科目で担当教員が異なる場合や複数の教員で同一の授業を担当する場合には、担当

教員間で成績評価の基準や方法に著しい差が生じないように、相互に調整することが望ましい。 

 

（３）シラバスへの明記 

  各授業科目の成績評価の基準と方法は、シラバスに明記するとともに、各授業において到達

目標と関連付けながら学生に説明するものとする。 

 

５．成績評価に関する組織的な点検の実施 

（１）学科における点検 

  原則として毎学期終了時に、各学科において、各授業科目の成績評価や単位認定が成績評価

基準に則り厳格かつ客観的に行われているかを点検し、その結果を記録するものとする。 

 

（２）全学的な点検・改善 

  教学マネジメント委員会は、全学の成績評価が本ガイドラインに沿って行われているかどう

かを定期的に点検し、成績評価の分布に著しい偏りが見られる場合や、シラバスの記載事項と

実際の成績評価に差異が認められる場合等には、学科及び授業担当教員に対し必要な助言を行

い、改善を図ることとする。 
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１４．生成AIの利用に関するガイドライン（教職員向け） 

 

滋賀短期大学における生成 AI の利用に関するガイドライン（教職員向け） 

令和 7 年１２月１８日 

滋賀短期大学長 秋山元秀 

 

このガイドラインは、生成 AI を滋賀短期大学の教職員が教育、研究、および大学業務において

責任をもって適切に利用するための基本方針を定めるものです。生成 AI は、業務効率化や生産性

向上に貢献する強力なツールとなり得るため、その利用を一律に禁止することはしません。しか

し、利用にあたっては、関連するリスク（情報漏洩、著作権侵害、虚偽情報の生成など）を十分に

理解し、高い倫理観をもって行動することが求められます。 

 

１．基本方針と利用者の責任等 

（１）基本的な考え方 

教職員は、生成 AI の出力内容を批判的に分析し、適切に使いこなすためのリテラシーを身に付

けることが求められます。教職員自身が AI の利便性と限界の両方を理解し、高い倫理観を持って

適切に利用するように心がけてください。 

 

（２）利用者の責任と説明責任 

① 生成 AI の利用、および生成物の内容の正確性・倫理的公正性・法令等の遵守に関する責任

は、これを利用する利用者本人が負います。 

② 教職員は、生成 AI の利用が適正なものであることについて、明確な根拠に基づき合理的な

説明ができなければなりません。 

 

（３）最新動向の把握 

生成 AI の技術や関連する法令、サービス規約は常に変化しています。教職員は、生成 AI をめ

ぐる最新の動向や情報（技術的発展、メリット、リスク等）を把握し、利用方法を適切に対応さ

せていく必要があります。 

 

２．データ入力に関する留意事項 

生成 AI に入力した情報は、サービス提供元の AI の学習データとして利用されたり、外部に漏

洩したりする危険性があります。情報漏洩やプライバシー侵害のリスクを回避するため、以下の

情報の生成 AI への入力は禁止します。 

 

① 個人情報 

学生または教職員を特定できる情報（氏名、学籍番号、住所、成績、人事記録、学内の雇用情

報など）。 

② 機密情報 

業務上知り得た機密情報、秘密保持義務を課された情報、秘密文書として管理される情報、

学内の非公開データ。 

③ 研究情報 

未発表の研究計画、未公開の研究記録、研究上のノウハウ、入試問題の草稿など、一般に公

表することを前提としていない情報。 

④ 知的財産 

第三者が著作権を有しているデータ（他人が作成した文章等）、登録商標・意匠（ロゴやデザ

イン）、著名人の顔写真や氏名など、第三者の権利を害する恐れがある情報。 
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【注意点】 

・ 入力した情報が学習に利用されない設定（オプトアウト）を行った場合でも、サービス提供

元のサービス向上のためにデータが閲覧される可能性や、機密情報が法律上保護されなく

なるリスクは排除されないため、上記①～④の機密性の高い情報の入力は禁止とします。 

・ 大学が指定した生成 AI を利用する場合は、大学が認める範囲で機密情報の入力を許可する

ことがあります。 

 

３．生成物の利用に関する留意事項 

生成 AI によって出力された生成物（テキスト、画像、コード等）を利用する際は、内容の信頼

性、倫理的公正性、及び第三者の権利保護に関して、必ず利用者が確認と検証を行わなければな

りません。 

 

（１） 内容の正確性の検証 

生成 AI は、もっともらしい文章を確率的に生成するため、虚偽、不正確、または矛盾する情

報を含む可能性があることから、以下の各点に留意する必要があります。 

 

① 生成物の内容を鵜呑みにせず、必ず一次資料や他の信頼できる情報源を用いて、その正確

性、根拠、および裏付けを自ら確認すること。 

② 生成物には、学習データに含まれるバイアスや偏見が反映される可能性があるため、内容

が適切であるか慎重に評価すること。社会的に評価が多様なトピック等についてはとり

わけ慎重に判断すること。 

③ 生成物を公開（通知文書の発出や Web への公開など）する前には、不適切な表現や誤り

がないかを必ず確認し、誤った情報の拡散を防ぐ必要があること。 

 

（２） 知的財産権（著作権・商標権等）の保護 

生成 AI の出力物を利用（公開、複製、配信等）する行為は、第三者の著作権や産業財産権を

侵害する可能性があることから、以下の各点に留意する必要があります。 

① 生成物が既存の著作物と同一または類似していないかを確認すること。 

② 著作権侵害や盗用のリスクを回避するため、生成物をそのまま利用するのではなく、必ず

自分で加筆・修正を行い、自らの創作物としての独自性を確保するように努めること。 

③ ロゴや広報などに生成物を使用する場合、登録商標や意匠を侵害しないか確認すること。 

 

４．教育活動における留意事項 

（１）学生への明確な指示と周知 

教員は、学生の学修指導を行う立場として、学生が生成 AI を適切に利用するよう、以下の各

点に留意する必要があります。 

① レポートや課題作成時に生成 AI の利用を認めるか、禁止・一部制限するかを、授業科目

ごとに明確に指示すること。 

② 生成 AI を利用して課題等を作成した場合、その利用範囲、方法、利用したツールの名称

などを、提出物に明記させること。 

③ 生成 AI を利用して情報を得た場合でも、自分自身の考えや表現を使って学習することが

必要であることを学生に伝えること。 

④ 指示に反して生成 AI を利用した場合のペナルティ（成績評価の対象としないなど）につ

いて、学生に明確に伝えること。 

⑤ 生成 AI の出力内容をそのまま利用することは学生自身の学びの向上に繋がらないこと、

またレポートや課題作成時に生成 AI の出力内容をそのまま書き写した場合、盗用や剽窃

とみなされ、「滋賀短期大学試験及び成績に関する内規」における不正行為として取り扱

われることを学生に明確に伝えること。 

 

（２）課題設定・評価方法の工夫 

教員は、学生が生成 AI の出力内容をそのまま使うことを防ぎ、学生の思考力や能力育成を促
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すため、課題や成績評価の方法について以下のような工夫をする必要があります。 

① 教員自身が事前に課題を生成 AI に入力し、どのような出力が行われるかを確認しておく

こと。 

② レポート課題を授業時間中に教室で記述させる、口述試験やテストを併用する、批判的分

析を必要とする課題を設定するなど、評価方法を工夫すること。 

 

５．研究・業務活動における留意事項 

（１）研究活動 

① 研究活動において生成 AI を利用する際は、論文投稿先の学術雑誌の論文掲載ポリシーを

必ず確認し、それに従ってください。 

② 研究公正の観点から、「ねつ造」「改ざん」「盗用」といった研究不正のリスクに留意し、

他者の論文等の剽窃とならないよう研究者自身の責任において十分に確認してください。 

 

（２）業務活動 

① 生成 AI は、資料や定型的な文書の作成補助、要約作成、情報収集など、様々な事務業務

の効率性や生産性の向上に貢献できます。教職員は、業務ツールとしての有用性を積極

的に評価し、利用を検討してください。 

② 生成 AI を利用して作成した文書の内容や品質については、作成者や組織が責任を負うこ

とになります。生成 AI の出力した内容をそのまま使用するのではなく、必ず修正や加筆

を行ってください。 

③ AI を利用して作成した文書については、必ず発行部署の責任者が内容の確認を行ってく

ださい。 

④ 成績評価や教育活動における重要な意思決定は、教職員の専門的判断に基づいて行うべ

きであり、生成 AI に依存したものにならないようにしてください。 

 

 

（３）倫理と法令遵守 

① 生成 AI の利用に際しては、学内規程や各種学内指針、関連する法令等（著作権法、個人

情報保護法、不正競争防止法など）を遵守してください。 

② 生成 AI の利用に関する不明点やトラブルが発生した場合は、すみやかに所属の責任者お

よび総務課に相談してください。 
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１５．オンライン授業の実施に関するガイドライン 

 

滋賀短期大学におけるオンライン授業の実施に関するガイドライン 

1．趣旨 

本ガイドラインは、文部科学省の「大学・高専における遠隔教育の実施に関するガイドライン」

（令和５年３月２８日文部科学省）に基づき、滋賀短期大学におけるオンライン授業を適切に実

施するために必要な事項を定めるものです。オンライン授業を実施する場合においても、対面形

式による授業に相当する教育の質を担保しつつ、学生が安心して授業を受講し、効果的な学修を

進めることができるよう、本ガイドラインを踏まえて授業を設計・実施することを目的とします。 

 

２．オンライン授業の定義と種類 

本ガイドラインにおけるオンライン授業とは、インターネットや多様なメディアを利用して、

当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる各回の授業のことをいいます。オンライン授業は、

対面授業に相当する教育効果を有すると認められるものである必要があります。 

 

オンライン授業の種類は以下の通りです。 

（１） 同期型（リアルタイムタイプ） 

受講生と教員が同時かつ双方向で実施する授業。 

例：学修支援システム（以下 LMS）等を活用したライブ型授業。 

（２） 非同期型（オンデマンドタイプ） 

予め収録した授業（動画・音声）等を配信し、指定された期間内に受講生が自由に時間を選

んで受講する授業。あわせて課題指示等を行います。 

例：LMS 等を活用した e ラーニング形式の授業。 

（３） ハイブリッド型 

対面授業とオンライン授業（同期型・非同期型）を組み合わせた形態。ハイブリッド型には

以下の２種類があります。 

① ハイフレックス型： 対面授業をライフ配信することにより、オンラインとしても行う授

業のこと。どちらの形態で受講するかを学生が選択可能。 

② ローテーション型： 全開講回数のうち、回によって対面とオンラインを使い分ける授業

のこと。 

 

３．オンライン授業実施における要件（学習効果の確保） 

オンライン授業を実施するにあたっては、以下の要件を満たす必要があります。 

（１） LMS の利用 

オンライン授業は、LMS（Google Classroom や Microsoft Teams 等）を利用して実施するこ

とを原則とします。資料配布やレポート提出等に LMS を統一的に運用することが望ましいで

す。 

（２） 授業計画と学習方法の提示 

当該授業の目的・到達目標、教材を配信するタイミング、学習方法、時間外学習の内容、授

業担当者との連絡方法等、授業に関する情報はシラバスや各回の教材で提示します。 

（３） 教材の提示 

各回の教材は、文字、音声、静止画、動画等を組み合わせた内容とします。学生の通信料負

担軽減のため、教材の容量を圧縮するなどの配慮が必要です。動画コンテンツを配信する場合

はストリーミング動画として配信を行うことが推奨されます。 

（４） 授業時間（回数）および学修時間の確保 

授業計画に則し、対面授業と同じく 90 分で 1 回の授業とすることを原則とします。教材に基

づいて課題・演習等を実施することも考えられます。授業としての学習時間が確保されるので

あれば、教材そのものが 1 回 90 分である必要はありません。大学設置基準に定められた 1 単位
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45 時間の学修を必要とする内容となるよう設計します。 

 

（５）双方向性及び学生間の意見交換の機会確保 

各回の受講が終了した後には、設問回答、添削指導、質疑応答等による十分な指導をあわせ

て行います。LMS やオンライン会議システムの機能（チャット、投票、ブレイクアウトルーム

等）を活用し、学生の発言機会や学生同士の意見交換の機会を確保することも効果的です。 

（６）学習効果の確認 

授業に出席した学生の特定、教材の学習履歴を通して、当該授業による理解度や学習状況の

確認を行います。確認手段には、LMS による課題や確認テストの実施等があるほか、動画教材

の視聴履歴の確認等の方法があります。定期的に学生の学習履歴を確認する、こまめに小テス

ト等を実施する等、各授業回の学修状況や学生の理解度を把握する機会を増やすよう努めます。 

 

4．サポート体制 

学生がオンライン授業を円滑に受講し、学修を進めるためのサポート体制として、以下のよう

な取り組みを行います。 

（１） 授業担当教員との連絡 

シラバスや利用ツール（LMS 等）の授業ページに授業担当教員の連絡先を明記し、学生から

の質問に迅速に対応できる体制を設けます。日頃から学生と教員がやり取りできるよう、オフ

ィスアワー等を活用した学修支援を行います。 

（２） 情報環境の整備・支援 

十分な通信環境を持たない学生がいることも考えられることから、コンピュータ教室を開

放し、学生が自身のパソコンやコンピュータ教室の機器等を利用して、オンライン授業を学

内でも受講することができるようにします。 

（３） 教職員の知見向上 

FD・SD 等の学内研修や教員相互授業参観を実施し、オンライン授業に関する知見やノウハ

ウの共有を図ります。 

 

5．オンライン授業実施における留意事項 

オンライン授業では、著作権法等の各種法令、本学の個人情報保護規程の他、遠隔授業に関連

して本学が発信する情報等にしたがって実施することとします。特に、次の事項について留意が

必要です。 

（１） 特定の個人を識別できる情報を、あらかじめ本人の同意なく配信しないこと。 

（２） 意図しないかたちで学生同士の情報が共有されないようプライバシーに配慮すること。授

業の録画や録音を行う場合、利用用途を説明し、受講学生に了承を得ること。 

（３） 教材の配信、確認テスト等にあたって、適切な配信期間を確保すること。 

（４） 多様なデバイスを想定して、教材の可読性（文字の大きさ等）に配慮すること。 

（５） 特殊なソフトウェアを必要とする課題は課さないこと。 

（６） 学生の通信料負担軽減のため、教材の容量を圧縮すること。また、容量の大きい動画デー

タ等をレポートとして、受講学生から提出させないよう配慮すること。 

6．「遠隔授業」の定義と単位数の上限 

短期大学では、卒業に必要な所定の単位数に含めることのできる「遠隔授業」科目の単位数の

上限は 30 単位と定められています。本学では、この上限を超えることがないようオンラインで実

施される授業を管理し、必要に応じ適切な措置をとることとします。 

なお、ここでいう「遠隔授業」とは、全開講回数のうち半数を超える回をオンライン授業とし

て実施するものを指し、対面授業とオンライン授業を併用又は組み合わせて実施する授業（ハイ

ブリッド型）で、全ての受講学生が半分を超える授業回数を対面で受講する場合は、「遠隔授業」

にカウントされません。 

また、新型コロナウイルス感染症対応などの非常時における特例的な措置としてオンライン授

業を実施する場合や、障害を有する学生に対する合理的配慮として対面授業の代わりにオンライ

ン授業を実施する場合は、オンライン授業が全開講回数のうち半数を超える場合も「遠隔授業」

にはカウントされません。 
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１６．再履修のための時間割調整等に関する対応方針について 

 

再履修のための時間割調整等に関する対応方針について 

 

教務委員会 

 

出席不足又は不合格により１年次に必修科目（卒業必修・資格必修）の単位を修得できず、２

年次にそれらの科目の再履修を希望する学生がいる場合、以下①～⑤の手順で対応することを原

則とする。 

 

①  １年次配当の卒業必修科目又は資格必修科目（※1）を２年次で再履修することを希望する

学生がいる場合、その科目が２年次配当の卒業必修科目又は資格必修科目と同じ曜日・時限に

開講されないよう、時間割編成時に可能な限り調整する。調整に必要な情報（再履修希望者の

有無等）は、教務課から各学科教務委員に適宜提供する。 

（※1：「資格必修科目」の「資格」は、栄養士免許、製菓衛生師試験受験資格、日本医師会認定医

療秘書、幼稚園教諭二種免許、保育士資格を指す。）  

 

②  ①の段階（時間割編成時）には再履修希望者の有無が確認できず、その後再履修希望者の存

在が明らかになった場合、その明らかになった時点が授業開始前であれば、可能な範囲（※2）

で時間割変更を試みる。 

（※2：「可能な範囲」とは、他の学生の不利益にならない範囲、教員の過重負担にならない範囲、

予算外の費用負担を生じさせない範囲等、その変更により重大な弊害を招くことのない範囲を意

味する。） 

 

③  ②の結果、時間割変更ができなかった場合で、再履修希望者が５名以上かつ授業担当者が専

任教員である場合については、学科会議において再履修クラスを追加で開講できるかどうか

を検討する。 

 

④  ②の結果、時間割変更ができなかった場合で、再履修希望者が５名未満又は授業担当者が非

常勤講師である場合は、原則として再履修クラスの追加開講は検討しない。 

 

⑤  ③の検討の結果、授業担当教員の通常業務を妨げない範囲で開講可能と判断された場合、再

履修クラスを追加開講する。なお、「通常業務を妨げない範囲」の目安は、半期の持ちコマが

６コマ（週当たり授業時間１２時間）を大幅に越えない範囲と考える。 
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１７．色覚に関する配慮について 

〔令和７年７月3日教授会報告〕 

 

色覚に関する配慮について（お願い） 

 

先天色覚異常は、男性の約５％（20人に 1人）女性の約 0.2％（500人に 1人）の割合でみら

れ、男女同数の 40 人学級では 1 クラスに 1 人いることになります。異常の程度やその時の状況

によって色が見分けにくいことがありますが、色がまったく分からないわけではありません。日

常生活ではほとんど不自由がないために、保護者でも気づかないことがあります。しかし、時に

色を見誤り周囲から誤解を受けることや、色を使った授業の一部が理解しにくいことがあるため、

学校においても様々な配慮が求められます。  

以前は小学校 4年生で色覚検査を実施していましたが、平成 14年学校保健法施行規則一部改正

により色覚検査が必須項目から削除され行われなくなりました。その後、平成 26年に学校保健法

施行規則一部改正により学校における色覚検査が適正に実施できるようになり、現在は希望者の

み実施されています。このような経緯で希望者への色覚検査が 10年以上の間実施されていない学

校が多かったために、自身の色覚特性を中高生の約半数は気づいていないことが日本眼科医会の

調査で報告されています。 

 本学も男子学生の割合が増えてきており、学生自身からの訴えがなくても色覚に対する特性を

持った学生がいると推察され、教職員が色覚に異常のある者に配慮し、適切な指導を行うための

色覚異常に関する正確な知識を身につけておくことが必要です。このたび色覚に関する基礎知識

や色覚の特性を踏まえた配慮の例などを、日本眼科医会及び日本学校保健会の資料を基に取りま

とめました。本資料を参考に、色覚異常の特性を理解し、学校の環境整備に役立てていただけれ

ば幸いです。 
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１８．学校における個人情報の適切な管理について（注意喚起） 

〔令和７年９月４日教授会報告〕 

 

学校における個人情報の適切な管理について（注意喚起） 

 

滋賀短期大学 学長室 

 

この度、文部科学省より、学校における個人情報の漏えい等事案を踏まえた個人情報の取扱い

に関する留意点について注意喚起がなされました。以下 URLより、ご確認ください。 

このことを踏まえて、既に本学で行っている防止策も含めて遵守すべき事項・対応等を、下記

のとおり明記いたします。滋賀短期大学が、社会から信頼され続けるために、個人情報の取扱い

を含めたコンプライアンスを意識し、行動に責任を持ち、教育活動に従事をお願いします。 

  

個人情報保護委員会 学校における個人情報の漏えい等事案を踏まえた個人情報の取扱いに 

関する留意点について（注意喚起） https://www.ppc.go.jp/files/pdf/250625_houdou.pdf 

 

記 

(1)個人情報の取扱いについて 

① レポート及び答案用紙等の返却は授業等の機会を利用し、個別に返却する形で対応する。 

不要となったレポート及び答案用紙、個人情報のあるメモや印刷物、委員会・科会等で配布

される個人情報等は、大津板紙への持込による溶解か、シュレッダー等により廃棄する。 

電磁的記録媒体に記録された電子データは、電子データが完全抹消できる専用のソフトウェ

アを利用するか、媒体自体を裁断するなど復元不可能な状態にする。 

※個人情報の例としては、生存する個人に関する情報であり、氏名、生年月日、住所、電話番号、電子メー

ル等によって特定の個人を識別できるものを指します。 

※レポート及び答案用紙等は、成績評価から 2 年間は教員各位の責任で保管。 

保存期間が過ぎたものは速やかに廃棄する。（非常勤講師、退職教員は教務課にて保管） 

② 学生の個人情報等を学外へ持ち出す場合は、学長補佐（教務）の許可をもらう。別紙様式 

③ 個人情報を含む書類の保管は、鍵のかかる書棚や机などで保管する。書類使用後は速やかに

保管場所に返却することを徹底する。 

④ 個人情報を含む資料を USBメモリに保存する場合は、パスワード設定を行う。 

⑤ 個人情報を含む書類を封入する際には、二重チェックなどの確認を徹底する。机上の整理整

頓、文書等の管理を徹底し、個人情報が記載された回議書等は、封筒等に入れ決裁を受ける。 

⑥ 電子メールを利用した個人情報の受渡しは、ファイルのパスワード設定等を行う。一斉メー

ルを送信する際の確認の徹底を行う。 

⑦ コラボレーションツール（Googleフォーム等）等を使用するにあたり、個人情報の取扱いや

ICT活用の留意事項について指導の徹底を図る。 

⑧ PC使用時のサポート詐欺等について、注意喚起・事案共有。 

⑨ セキュリティ意識向上のための研修等の実施。 

⑩ ログイン ID・パスワードの厳正な取扱いの徹底。 

 

★今一度関連規程および文部科学省の通知等に目を通し、個人情報の取り扱いについて十分

注意してください。 

(2)ハラスメントについて 

ハラスメント相談員を配置し、教職員及び学生等に周知しています。 

★「まさか自分が」とは思わずに、今一度関連規程を確認し、他者を思いやった行動を心がけ
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てください。 

 

(3)研究倫理について 

★今一度、関連規程および文部科学省のガイドラインを熟読し、研究目的および研究方法が

倫理観から外れていないか、公的研究費を適正に使用できているかを確認し、研究活動を

行ってください。 

 

(4)その他、不祥事防止の観点から必要と考えられることについて 

① クレーム等への対応は、個人としてではなく組織としての対応を心掛ける。 

② 著しい速度超過等の交通違反や、飲酒及び酒気帯び運転をしない。 

③ 私的ブログ等に投稿する際は、倫理観から外れた投稿でないか意識しながら投稿する。 

④ 常にみられている意識をもって日々を過ごす。 

⑤ 様々な業務や学生指導上の問題等は、共有化を図る。ひとりで抱え込まない。 

⑥ 学生や同僚を身体的にも精神的にも傷つけることのないように、常に自省する。 

⑦ 仕事上の悩み等を気軽に相談し合い、支え合えるような「風通しのよい職場づくり」に自ら

貢献するよう努力する。 

 

コンプライアンス違反に関わること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就業規則の

違反 

人権の侵害 

研究費等の

不正・不適

切使用 

個人情報の

漏えい 

広報の 

倫理違反 ネットへの

不適切投稿 

研究活動の

不正 
職場の輪を

乱す行動 

大学資産の

無断使用 
安全保障輸

出管理違反 

ハラスメント 

 

 

 

 

 

 

 

パワハラ セクハラ 

アカハラ 

･･･ カスタマー 

･･･ 
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１９．令和８年度 個人情報の学外持ち出しに関する届出書 
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 連 絡 先  
 

〒520-0803 大津市竜が丘24-4 

  滋賀短期大学 教務課 

 

電 話 (077)524-3638 直通 

    (077)524-3605 代表 

ＦＡＸ (077)523-5124    

 

E-mail：tkyoumu@sumire.ac.jp 

ホームページアドレス  http：//www.sumire.ac.jp/tandai/ 

    

ご連絡、お問い合わせなど、何なりとお気軽に教務課にお申し出ください。 

 

 


